
【利用料金表】　 （Ｈ21年4月改正） 横須賀老人ホーム介護老人福祉施設　

１． 介護保険基準サービス　（１日当たり）　

(１)　要介護度別サービス利用料金 区　分 要介護度１ 要介護度２ 要介護度３ 要介護度４ 要介護度５

個　室 ６１６円 ６９０円 ７６３円 ８３８円 ９１１円

多床室 ６８１円 ７５５円 ８２７円 ９０２円 ９７５円

　その他 利用料金

　　精神科医指導加算   ６円 　精神科の医師が医療指導を月に２回以上行います。

 　 栄養マネジメント加算 １５円

　　日常生活継続加算 ２３円

　５円

　９円

 　 夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロ １４円

　　若年性認知症利用者受入加算 １７４円

 　 個別機能訓練応加算 １３円

 　 障害者生活支援加算 ２８円

利用料金

 　経口移行加算   ３０円

Ⅰ   ３０円

Ⅱ     ６円

８４円

711円

1,338円

 　療養食加算   ２５円 　医師の食事せんに基づき､腎臓病食や糖尿病食などの提供を行う場合に対象となります｡

２５８円

 　初期加算　   ３２円 　入所日及び入院後の再入所(30日を超える)から30日以内の期間に対象となります。

 　退所前後訪問相談援助加算　（回） ４８１円 　ご利用者の退所前後に居宅等を訪問し、相談援助を行った場合に対象となります。

 　退所前連携加算（１回限り） ５２３円

 　退所時相談援助加算　（１回限り）　 ４１８円

区　分 第１段階 第２段階 第３段階 第４段階

個　室 ３２０円 ４２０円 ８２０円 １，１５０円

多床室 － ３２０円 ３２０円 ４５０円

区　分 第１段階 第２段階 第３段階 第４段階

３００円 ３９０円 ６５０円 １，５００円

　要介護度の高い高齢者に対して質の高いケアを実施(要介護４～５の割合が６５%以上、
介護福祉士を入所者の数が６叉はその端数を増すごとに1以上配置していること。)

　常勤の看護師を１名以上配置

　当該施設の看護職員が最低基準を上回って配置し、夜間の体制を確保

40歳以上65歳未満の若年性認知症の方の受入を行い、ご利用者の状況に応じた対応を
実施

　上記の内容で誤嚥が認められる場合に対象となります。
 　経口維持加算

　摂取機能障害を有し、著しい誤嚥が認められ、多職種協働により摂食・嚥下機能に配慮
した場合に対象となります。

　医師が終末期にあると判断し、看取り介護を行った場合に対象となります。(死亡日)

(3)  居室に係る自己負担額

　医師が終末期にあると判断し、看取り介護を行った場合に対象となります。(死亡日前日
及び前々日)

  介護保険給付対象1割分

　 外泊時加算

　ご利用者の栄養状態や嚥下機能を把握した栄養ケア計画を作成し､これに基づく栄養
管理及び定期的な評価を行います｡

　 ご利用者の退所時に相談援助を行い、文書で介護状態等の情報提供を行った場合に
対象となります。

　　ご利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額（自己負担額）と居室と食事に係る自己負担額の合計金
額をお支払い下さい。

内　　　　　　　　　　　容

　退所前に希望する居宅介護支援事業所に情報提供し、連携して退所後の居宅サービ
スの利用に関する調整を行った場合に対象となります。

　障害者生活支援員を専任で配置し、生活支援を実施

　  看取り介護加算

　医師が終末期にあると判断し、看取り介護を行った場合に対象となります。(死亡日以前
４日以上３０日以下)

　夜勤を行う介護職員・看護職員の数が、最低基準を上回って実施

　機能訓練指導員が個別機能訓練計画に基づき、計画的に行なった機能訓練について
算定します。

　　看護体制加算(Ⅰ)ロ

　　看護体制加算(Ⅱ)ロ

(2)　ご利用者の状況に応じた保険給
付対象1割分

内　　　　　　　　　　　容

　経管により食事を摂取しているご利用者について、経口摂取を進めるために、医師の指
示に基づく栄養管理を行う場合に対象となります。

　病院等に入院を要した場合及び入所者に対して居宅における外泊を認めた場合は、月
に６日を限度として外泊中の減額の対象となります。

(4) 食事に係る自己負担額



２． １以外のサービス

利用料金

  金銭等管理 ７０円（１日）

  持ち込み電化製品の電気料 ご利用者専用で利用される電化製品の使用電力に基づいた費用が対象となります ２０円（１日1台当り）

　おやつ・嗜好飲料水等 200円（１日当り）

  栄養補助食品等 実費相当額

利用料金

  特別な食事(酒等を含む） ご利用者の希望に基づいて特別な食事を提供した費用が対象となります。 実費相当額

  理容・美容サービス 理容･美容サービスを利用した際の費用が対象となります｡ 実費相当額

  日常生活品の購入代行 日常生活品の購入代金等利用者の日常生活に要する費用が対象となります。 実費相当額

  行政手続代行 実費相当額

　レクリエーション･クラブ活動 実費相当額

  医療機関への付き添い １,５００円
１,５００円
３,０００円

  各種証明書等発行手数料 当ホームが発行する証明書等発行に要する費用が対象となります。 ２1０円（１通）

  行事に伴う食事 季節ごとの行事に伴う費用が対象となります。 実費相当額

  健康管理費　　　　  　　 インフルエンザ等予防注射を希望により実施した場合に対象となります。 実費相当額

  私物の洗濯代　　　　  　　 個別に外部のクリーニング店に取り継ぐ場合に対象となります。 実費相当額

※　上記、実費相当額については、サービス提供費用を含みます。

ご利用者がクラブ活動に参加した場合の費用、ご利用者の希望による外出の際の
交通費等や職員が付き添う場合に要する費用が対象となります｡

協力病院以外の入退院及び通院の際の交通費等や付き添う場合に要する費用
が対象となります。ホームから協力病院以外の医療機関へ車で行った場合にかか
る費用は以下のとおりです。　　　　             ＊移送費として
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊ホームの職員が付き添った場合（４時間未満）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊ホームの職員が付き添った場合（４時間以上）

ご利用者の状態や嗜好にあわせて、ホームが毎日提供するおやつ･飲料水の費
用が対象となります。

（1） 1か月毎に料金をお支払いいた
だくサービス 内　　　　　　　　　　　容

通帳、現金等対象となる金銭等を管理委託することができ、その場合に対象となり
ます。

※ 　その他､ご利用者の希望により生じた費用や日常生活上必要となる実費相当額（おむつを除きます）につきましては､ご利用者の負担と
なりますのでご了承ください。

ご利用者の状態にあわせて、ホームが毎日提供する食品の費用が対象となりま
す。

内　　　　　　　　　　　容
（2） 1回のご利用毎に料金をお支払
いいただくサービス

ご利用者･家族の希望により施設側が行政手続きを代行した際に要する費用が対
象となります。


